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く ら し の 情 報
くらしのお知らせや
イベント情報などを掲載します

市役所の電話番号

市役所のホームページ
パ�ソコンから　�http://www.city.aso.

kumamoto.jp/
携�帯電話から　�http://www.city.aso.

kumamoto.jp/kt/

防 災 情 報 確 認

阿蘇安心安全ネットワークシステム
　▶�https://www.aso-anzen.jp/(パソコン)
　▶�https://www.aso-anzen.jp/

app-frontmb/(携帯電話)
熊本県統合型防災情報システム
　�http://www.bousai.pref.
kumamoto.jp/

熊本県雨量･気象情報（携帯電話）
　http://kumamoto.wni.co.jp/i/

お・・・お知らせ端末の電話番号
例本庁(総務課)�:55-3111又は56-3111

人の動き（H25.4 .30現在)

人口 28,243�人 (前月から    1人　�)
男 13,316�人 (前月から�� －人　)
女 14,927�人 (前月から    1人　)
世帯数 11,198�戸 (前月から  20戸　)

初
盆
名
簿
の
作
成
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
お
盆
は
年
に
一
度
、
亡
き
先
祖
を

お
迎
え
し
て
、
つ
つ
ま
し
く
供
養
す

る
ゆ
か
し
い
心
の
行
事
で
す
。

　
阿
蘇
市
区
長
会
で
初
盆
名
簿
を
作

成
し
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯

を
６
月
下
旬
か
ら
区
長
が
訪
問
し
、

初
盆
名
簿
へ
の
掲
載
の
確
認
を
行
い

ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
掲
載
の
ご
了
解
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
掲
載
し
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
対
象
世
帯
で
区
長
か
ら
の

確
認
が
な
く
、掲
載
希
望
の
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
７
月
４
日(

木)

ま

で
に
地
元
区
長
ま
で
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

お
　
知
　
ら
　
せ

本庁(総務課)��������☎22-3111 お55・56
（情報管理室） ☎22-3253 お55
財政課 ☎22-3204
税務課　　　　� ☎22-3148 お55・56
内牧支所　　　� ☎32-1111 お55・56
波野支所 ☎24-2001 お24
市民課　　� ☎22-3135 お55
（消費生活センター） ☎22-3364 お55
人権啓発課　　 ☎22-3206
福祉課� ☎22-3167 お55～57
ほけん課　 ☎22-3145 お55・56
（保健センター） ☎22-5088 お55・56
農政課　　　　 ☎22-3274
観光まちづくり課 ☎22-3174
建設課　　　 ☎22-3187
住環境課　　　� ☎22-3169
水道課 ☎22-3196
教育課 ☎22-3229
会計課　　　　 ☎22-3284
議会事務局　　 ☎22-3279
監査委員事務局 ☎22-3240
農業委員会事務局 ☎22-3254
選挙管理委員会事務局 ☎22-3239繁

殖
期
の
野
鳥
保
護
及
び
指
導
の

取
締
強
化
月
間

　
春
は
野
鳥
の
繁
殖
期
で
す
。
巣
立

ち
し
た
ヒ
ナ
が
落
ち
て
い
て
も
、
必

ず
親
鳥
が
世
話
を
し
ま
す
の
で
拾
わ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
熊
本
県
で
は
５
月
10
日
か

ら
６
月
９
日
ま
で
の
１
ヶ
月
間
を
指

導
取
締
強
化
月
間
と
定
め
、
違
法
捕

獲
等
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
メ
ジ
ロ
の
愛
が
ん
飼
養
目

●
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項

　
①
夫
婦
の
氏
名　
②
満
年
齢

　
③
現
住
所　
　
　
④
ご
結
婚
年
月

　
⑤
電
話
番
号

●
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課　

　
☎
２
２
‐
３
１
６
７

的
の
捕
獲
に
つ
い
て
は
、
鳥
の
乱
獲

を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、
新

た
な
捕
獲
の
許
可
は
し
な
い
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
農
政
課　
　

　
☎
２
２
‐
３
２
７
４

　
阿
蘇
地
域
振
興
局　
林
務
課　
　

　
☎
２
２
‐
１
１
１
７
（
直
通
）

第
55
回
金
婚
夫
婦
表
彰

該
当
者
受
付
の
ご
案
内

　
天
皇
、
皇

后
両
陛
下
の

ご
成
婚
を
機

に
昭
和
34
年

か
ら
始
め
ま

し
た
「
金
婚

夫
婦
表
彰
」

該
当
者
の
受

付
を
行
い
ま
す
。

　
次
の
要
件
に
該
当
さ
れ
る
ご
夫
婦

は
、
７
月
10
日
水
ま
で
に
、
お
住
ま

い
の
地
区
の
区
長
又
は
福
祉
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
金
婚
夫
婦
表
彰
対
象
者

　

�

昭
和
38
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
ご
結
婚
さ
れ
た

ご
夫
婦
で
す
。



く ら し の 情 報

　
学
校
で
の
「
い
じ
め
」・
家
庭
内

で
の
「
児
童
虐
待
」
の
事
案
が
、
依

然
と
し
て
数
多
く
発
生
し
て
い
ま

す
。
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権

問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
強
化

週
間
を
実
施
し
ま
す
。

●�

と
き　
６
月
24
日
月
～
６
月
30
日

日
ま
で
の
７
日
間
（
平
日
：
午
前

８
時
30
分
～
午
後
７
時
ま
で
、
土

日：午
前
10
時
～
午
後
５
時
ま
で
）

●
相
談
電
話

☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
０
１
１
０

●�

相
談
担
当
者　
人
権
擁
護
委
員
・

法
務
局
職
員

●�

相
談
内
容　
い
じ
め
、
暴
力
、
虐

待
、
体
罰
等
子
ど
も
を
め
ぐ
る

様
々
な
人
権
問
題

※�

相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

※�

な
お
、
熊
本
法
務
局
で
は
、
本
強

化
週
間
以
外
に
つ
い
て
も
、
月
曜

か
ら
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
、
同
じ
専

用
相
談
電
話
で
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。

●�

問
い
合
わ
せ　

　
法
務
局
阿
蘇
大
津
支
局　

　
☎
０
９
６
‐
２
９
３
‐
２
２
７
２

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

米
ト
レ
サ
法
に
よ
る
取
引
の
記
録

及
び
産
地
情
報
の
伝
達

　
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
は
、
米

や
米
加
工
品
に
問
題
が
発
生
し
た
際

に
、
流
通
ル
ー
ト
を
速
や
か
に
特
定

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
米
の

生
産
者
を
含
む
米
や
米
加
工
品
の
取

扱
業
者
に
対
し
て
、
米
穀
等
の
取
引

に
係
る
記
録
の
作
成
と
そ
の
保
存
及

び
米
穀
等
の
産
地
情
報
の
伝
達
が
義

務
づ
け
ら
れ
、
平
成
23
年
７
月
か
ら

完
全
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
農
林
水
産
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左

記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ　

　
九
州
農
政
局
消
費
・
安
全
部
業
務
課

　
☎
０
９
６
‐
２
１
１
‐
９
３
８
４

身
体
障
が
い
者
（
児
）

巡
回
相
談
会

相

談

　
熊
本
県
福
祉
総
合
相
談
所
で
は
、

県
内
の
各
地
域
で
身
体
障
が
い
者

（
児
）
の
方
の
相
談
会
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
阿
蘇
市
で
は
次
の
と
お
り

実
施
さ
れ
ま
す
。

●
と
き　
７
月
25
日
木

（
受
付
）�

正
午
～
午
後
２
時
ま
で　

（
診
査
時
間
）�

午
後
１
時
～

●�

と
こ
ろ　

農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
（
内
牧
）

●
相
談
内
容

▼�

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関

す
る
相
談

▼�

補
装
具
に
関
す
る
相
談
及
び
判
定
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平成２５年度の労働保険年度更新手続

6月3日�月　▶　7月10日�水
　今年度の申告・納付の期間は６月３日
から７月１０日（電子申請による場合
は６月１日から受付開始）となってお
り、熊本労働局総務部労働保険徴収室ま
たは最寄りの労働基準監督署、もしくは
日本銀行歳入代理店の金融機関又は郵便
局（ただし、口座振替のご利用者を除く）
で申告・納付してください。
　また、６月１７日から７月９日にかけ
て県内各地で開催する集合受付会場にお
いても申告することができます。（納付
は申告後、日本銀行歳入代理店の金融機
関又は郵便局で行っていただきます。）
集合受付会場の日程等は事業主の皆さま
に送付する申告書に同封の「熊本労働局
からのお知らせ」でご確認ください。
　なお、労働保険料を申告される際には、
「労働保険概算・確定保険料申告書」に
必要事項を記入の上ご持参ください。
　年度更新手続きを怠りますと、「国」
が職権で申告納付すべき正しい労働保険
料の額を決定した上で追徴金を徴収する
ことがありますので、必ず期限内に申告・
納付されますようお願いします。
●問い合わせ
　熊本労働局総務部�労働保険徴収室
　☎０９６‐２１１‐１７０２

（
肢
体
不
自
由
関
係
）

●
医
学
的
診
査
科
目

▼
肢
体
不
自
由

【
相
談
を
受
け
る
に
は
予
約
が
必
要
で
す
】

　
７
月
18
日
木
ま
で
に
左
記
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
み
先　
福
祉
課　

　
☎
２
２
‐
３
１
６
７

　
Ⓕ
３
５
‐
４
１
１
４

（
お
詫
び
と
訂
正
）

　
広
報
あ
そ
５
月
号
14
㌻
に
掲
載

の
人
権
擁
護
委
員
の
一
部
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
左
記
の
と
お
り

訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

●
人
権
擁
護
委
員

　
佐
藤
和
夫

　
《
誤
》
西
町　
　
《
正
》
竹
原

《 テーマ：チャレンジ！》
　水泳で２km泳ぎたい。　　（阿蘇西小４年・中村恵

けいすけ
輔）
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〒869-2223  阿蘇市竹原4-1 TEL 0967-34-0257
info@t-watanabekensetsu.com

昔ながらの生活で燻し磨かれた
古材の活用、和の趣を活かす。
古民家一級鑑定士
伝統資材施工士

いぶ

注文住宅
リフォーム

耐震診断
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広
告

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

親
善
事
業
の
参
加
者
を
募
集

募
集
・
試
験

　
㈶
日
本
遺
族
会
は
「
戦
没
者
遺
児

に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
本
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補

助
を
受
け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大

戦
で
父
親
な
ど
を
亡
く
し
た
戦
没
者

の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
父
親
な
ど

の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊

追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、
同
地
域
の

住
民
と
友
好
親
善
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
日
程
や
実
施
地
域
な
ど
の

詳
細
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●�

参
加
費　
９
万
円　
（
別
途
、
個

人
負
担
が
あ
り
ま
す
。）

●
参
加
資
格

①
戦
没
者
の
遺
児
の
方

②�

今
回
、
訪
問
す
る
地
域
以
外
の
方

は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　
㈶
日
本
遺
族
会

　
☎
０
３
‐
３
２
６
１
‐
５
５
２
１

●
申
込
み
先　
熊
本
県
遺
族
連
合
会

　
☎
０
９
６
‐
３
５
２
‐
６
９
２
５

介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
）

実
務
研
修
受
講
試
験

　
介
護
支
援
専
門
員(�

ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー)�

実
務
研
修
受
講
試
験
が
、

次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

●
試
験
日　

　
10
月
13
日
日　
午
前
10
時
～

●
試
験
会
場　

　
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本
（
益
城
町
）

●�

受
験
資
格　
原
則
と
し
て
、保
健
、

医
療
、
福
祉
の
分
野
で
通
算
５
年

（
一
部
10
年
）
以
上
の
実
務
経
験

を
有
す
る
方

●
試
験
案
内
配
布
期
間

　
６
月
17
日
月
～
７
月
19
日
金

●
試
験
案
内
配
布
場
所

　
阿
蘇
市
社
会
福
祉
協
議
会　
他

●
受
験
申
込
受
付
期
間

　
７
月
１
日
月
～
７
月
19
日
金

●
受
験
手
数
料　
８
５
０
０
円

※�

そ
の
他
、
受
験
の
申
込
方
法
な
ど

は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ　

　

�

熊
本
県
社
会
福
祉
協
議
会　

　
福
祉
人
材
・
研
修
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
９
６
‐
３
２
２
‐
８
０
７
７

　

市
は
、
現
在
、「
阿
蘇
い

こ
い
の
村
」
の
土
地
・
建
物

を
「（
財
）
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ

ル
阿
蘇
い
こ
い
の
村
」
に
貸

し
付
け
て
い
ま
す
が
、
さ
ら

な
る
地
域
振
興
を
図
る
目
的

で
、
財
団
法
人
か
ら
民
間
事

業
者
へ
の
経
営
移
譲
を
決
定

し
、
そ
の
運
営
先
と
な
る
民

間
事
業
者
（
法
人
）
を
募
集

し
ま
す
。

●�

事
業
内
容　
「
阿
蘇
い
こ

い
の
村
」
の
事
業
を
継

承
し
た
観
光
宿
泊
業

●�

募
集
対
象　
阿
蘇
市
内
で

観
光
施
設
（
宿
泊
施
設
、

レ
ス
ト
ラ
ン
等
）
を
経

営
し
て
い
る
民
間
事
業

者
（
法
人
）

●�

募
集
期
間　
６
月
６
日
木

～
７
月
５
日
金

※�

応
募
要
項
は
市
役
所
観
光

ま
ち
づ
く
り
課
で
配
布

し
ま
す
。

●�

問
い
合
わ
せ　

　
観
光
ま
ち
づ
く
り
課　

　
☎
２
２
‐
３
１
７
４

「阿蘇いこいの村」を運営する民間事業者を募集します




